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公布された法令のあらまし 

太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則の一部を改正する規則（規則第６号） 

太陽光発電施設等の設置等に係る事業計画の届出等の対象となる事業区域の規模について、小野市の区域に

おいては1,000平方メートルに引き下げることとした。 

規         則 

太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年３月16日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第６号 

太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則（平成29年兵庫県規則第26号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第13条第１項の表中「たつの市」の右に「、小野市」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則第13条の規定は、平成30年７月１日

前に着手する太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例（平成29年兵庫県条例第14号）第７条第１

項に規定する設置工事又は同条例第10条第１項に規定する増設等工事であって、同条例第２条第２号に規定

する事業区域の全部又は一部が小野市の区域にある同条第１号に規定する太陽光発電施設等に係るものにつ

いては、適用しない。 
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